
 

都農町立 都農東小学校 いじめ防止基本方針 
本校のいじめ防止に関する全体構想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的ないじめの態様】 

 

 

心理的・物理的影響を

与える行動 

 

 

・笑顔を見せず、元気がなくなる。 

・頭痛、腹痛を訴えることが多くなる。 

・口数が少なくなる。 

・１人で行動することが多くなる。 

・ぼーっとして思い悩んでいるように見える。 

・食欲がなくなる。 

・衣服の汚れや破れ、打撲・擦り傷などが見られる。 

・遅刻・早退・欠席が目立つようになる。 等 

 

苦痛のサイン 

【いじめ防止の基本的な考え方と方策】 

○ いじめは、どの子供にも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、全ての児童を対象としたいじめの未然防止の観点

をもって日々の指導に臨む。 

○ いじめを生まない土壌をつくるために、心の通う対人関係を構築できる社会性のある児童の育成に努める。 

○ 児童や保護者に対して、「いじめは決して許されない行為である」ことについて理解を促す。 

○ いじめを受けている児童をしっかり守るとともに、全ての児童が安心でき、自己有用感や充実感を感じられる学校

生活づくりに取り組む。 

 

 

そのために 

（１）いじめの防止の措置 
○いじめを許さない土壌をつくる。 
  ・道徳教育、人権・同和教育の充実
に努める。 

○自他を思いやる心を育成する。 
  ・児童理解の推進と望ましい人間
関係づくりに努める。 

  ・一人一人のよさを見つめ、認め、
励ます指導を心がける。 

○いじめ問題の重要性を家庭や地域
へ発信する。 

  ・学級通信、学校便り等を通してい
じめ防止の啓発を機会あるごとに
行う。 

 

【いじめの定義】 

この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一

定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるも

のを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。（いじめ防止対策推進

法（平成２５年法律第７１号）第二条（定義）より） 

 

（２）いじめの早期発見の措置 
○いじめのサインを見逃さず早期
発見に努める。 

  ・心の声アンケートを定期的（毎
月）に実施する。 

  ・子どもたちに寄り添い、子ども
の発するサインをキャッチする。 

  ・保護者等からの情報を真摯に
受けとめ対応する。 

  ・教育相談週間を設定し、一人
一人の声に耳を傾ける。 

○あすなろ会（いじめ不登校対策
委員会）を設置し、全職員で問
題に対処する。 

  ・毎月開き、いじめ兆候の有無を
把握する。 

・悪口、嫌なあだ名 

・冷やかしやからかい 

・命令、脅し 

・無視、仲間はずし 

・悪意のある落書き 

・遊びと称する暴力 

・暴力 等 
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（３）いじめに対する措置 
 ○いじめの発見・通報を受けた場合
は、問題を軽視することなく、早期
に適切な対応を図る。 

   ・速やかに管理職に報告するとと
もに組織として対応する。 

   （臨時のあすなろ会の開催） 
   ・被害児童を守り、加害児童に対し
ては、毅然とした態度で指導する。 

 ○必要な対応については、全職員で
共通理解し、保護者の協力、関係
機関と連携して取り組む。 

  ・校長以下職員は、誠意ある対応に
心がけ、説明責任を果たす。 

 

（４） いじめ解消の定義 
   いじめ解消の状態は、以下の２つの条件が満たされることを必要とする。 
① いじめがなくなっている状態が３か月以上続いている。 
② 本人と面談し心身の苦痛を感じていないことを確認できる。（いじめの認知や解消の判断はあすなろ会で行う。） 



 

いじめ及び不登校に関するアクションプラン 

 いじめや不登校の場合、以下に示す「生徒指導上の諸問題に対するアクションプラン」に沿って対処していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題行動の発生 
ケガなどのある場合は病院へ 

（養護教諭・学級担任） 

事 実 確 認 

○ 該当児童からの聞き取り調査 

○ 目撃者からの情報収集 

○ 家庭からの情報収集 

○ 校長・教頭・生徒指導主事への報告 

対応方法の検討 

→ 教頭は委員会へ連絡、重大事故（事態）の場合は教育事務所へも連絡 

→ 問題行動や事件・事故の原因、該当児童の状況や保護者の状況を把握 

→ 関係機関、保護者との連携 

【連絡先】 
☆ 中部教育事務所0985-44-3322  ☆ 都農町教育委員会 25-5723 

☆ 中央児童相談所0985-26-1551  ☆ 高鍋警察署    22-0110 

☆ 都農交番  ２５－００８９ 

具 体 的 な 指 導 

《該当児童に対して》 

 あすなろ会における対応方法に基づき児童の心に訴える指導を

行う。（学級担任） 

《関係児童に対して》 

 あすなろ会における対応方法に基づきより望ましい判断力を培

う。（学級担任・生徒指導主事） 

《児童集団に対して》 

○ 学級への指導（学級担任） 

○ 全校への指導（生徒指導主事・校長・教頭） 

継 続 的 な 観 察 

○ 問題行動の解消 

○ 変容の追求、称賛と共感 

○ 再発の防止、全職員による組織的な対応 

○ 家庭・地域・関係諸機関との連携 

【報告内容】 
① 該当児童及び関係児童名 

② 場所・日時 

③ 問題行動の概要 

④ 問題行動の要因（背景） 

⑤ その場での対応（指導） 

あすなろ会の開催 

（校長・教頭・全職員） 


